
再評価結果 令和 2年度)

※水色のセル箇所を入力すること。
※他の課の「行」は、「非表示」にすること。
※必要に応じて改変しても構いません。

担当課
長崎港湾漁港事務所

港湾課

事業名
長崎港海岸保全手菜 手菜

区分
港湾事業

手栗
主体

長崎県

起終点
自:長崎県長崎市小ケ倉 B毛井百
至 :長崎県長崎市小ヶ倉 E毛井首

延長 護岸 (改良)L=1,100m

護岸 (改良)1,100m

既設護岸は、石積護岸等で老朽化が著しく、また天端高が不足していることから、高潮被害等から背後

地を防護する目的で護岸改良を実施する。
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事業費
子ブl 0.0 ¬

1 昏 10.4億 円

B/C 当 コ H22 10.55 (B)#### (C)9.7 墨 準 年度 H22年 度

再評価時点 8.47 総便益(B)#### (C) 墨 率 年度 R 2年 度

想定漫水区域における被害の軽減 (想定被害額5.81億 円/年 )

事業の発現状
七当施設が完成することにより、高潮日波浪等の被害から背後地の資産を守ることができると
B防護面積 :3.7ha

・防護人口:160人
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日事業評価手法の見直しについては、事業効果も確認できることから見直す必要は無いと考える。

口特になし



令和 2年度 第 1回
長崎県′ム`共事業評価監視委員会

再評価対象事業
お

対象護岸 ( 100m)・ 9

Ｎ奉

港湾-1 長崎港海岸保全事業

(護岸整備 )

1事業主体 長崎県

再評価
の理由

再評価後5年経過
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1.審議経過

審議経過 再評価の理由
工期 事業費

(億円)
B/C 概要

着工 完 了

当初

(H17新規 )

H18 H28 採択時算出

無 し
護岸 (改良)1′ 100m

第 1回審議

(H22)

事業採択後
5年経過

H18 H28 10.0 10.55 護岸(改良)1,100m

第2回審議

(H27)

再評価後
5年経過

H18 R2 10,0 9.フ 5 護岸 (改良)1′ 100m

第3回審議

(R2)

再評価後
5年経過

H18 R6 10,4 8.4フ 誼岸(改良)1′ 100m



2.目 的・事業概要田これまでの経緯

珍目的

長崎港小ヶ倉・毛井首地区
において、高潮被害から背
後地を防護する事を目的と
する。

珍事業概要

護岸(改良):1′100m

珍事業経過

平成18年度 事業化

平成21年度 工事着手

博誤
1.芸

離毒f撃 !歪I
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注

標準断面図

3.事業の効果・必要性

整備前 現 況



4.事業の進捗状況 (事業費・事業期間の見直し)

◆事業費の見直し

前回

し

事業費増の内容 増額 主な増額理由

消費税率の変更及び

労務単価等の見直し
約0.4億円

日消費税が8%から10%へ変更されたため事業費の見直しを行つた。
日労務単価等が上昇したため単価の見直しを行つた。

計 約0.4億円

【完了工期】R2(前回)→R6(今 回)

〔工期延仲要因〕
由市道 (海岸工事と合併)のルート決定の遅延。
白海岸事業は市道ルーHこより手戻りが発生しない箇所まで整備済。

H29H27 H28

海岸護岸

H27 H28 H29 H30H18 H19 H20

海岸護岸

ルート

事 業 主 体 施 工 場 所管 理 者

長崎県 長術市 土井首町長崎県
長崎港港湾計画平面図

重要港湾
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平成28年 度まで

令和3年 度以降

他事業

市道ルート案
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4.事業の進捗状況 (事業費・事業期間の見直し)



5.事業の投資効果

項 目
前回評価 .

(平成27年度 )

今回評価

(令和2年度 )

残事業 10.77= 56.00億円 /5.20億 円

全事業 9.75= 106.53億 円/10,93億 円 8.47=106。 61億円/12.58億 円

◆ 費用対効果(B/C)

〔費用〕
・護岸整備に要する事業費、維持管理に要する費用
〔便益〕
B浸水地域における被害の軽減  、

〔プラス要因〕
・特になし

〔マイナス要因〕
日労務単価等の増加による事業費の増加
・工期の延長(市道ルート見直し)

◆ B/Cでは計測できない効果
,地域住民の安心度の向上

◆ 前面に護岸を整備することで、波浪・高潮の被害を削減し、背後の人命・財｀
産を守るための事業である。

◆ 事業進捗率は事業費ベースで47%μ .9億円/10.4億円](令和元年度末)となっ
ている。

◆ 当事業と合わせて護岸の背後は長崎市の道路事業と合併施工を行つており、
早期完成が望まれている。

◆ 市道ルートがR2に決定する見込みであり事業進捗の阻害要因は解消され
る。

◆ 事業期間の延長、事業費の増はあるものの、費用対効果が十分に見込まれ
る。

6.対応方針 (原案 )

対応方針
(原案)

継続



再評価結果 令和 2年度)

※水色のセル箇所を入力すること。
※他の課の「行」は、「非表示」にすること。

長崎県
甲菜
区分

港湾事業
亭菜
主体事業名 面高港海岸保全事業

延長 951m自:長崎県西海市西海町面高郷
至:長崎県西海市西海町面高郷

起終点

事業概要   |

護岸 (改良)951m

面高港面高地区において、台風などの高波・高潮よる浸水被害を防止するため、護岸改良を行い、地

域住民の安全“安心を確保するも

こ概 要 凶漏ヨ子ぅ

活 エ 8年度H
工期

冗 了

15.4当初

最 終 15.6億 円
事業費

基準年度 H27年 度総便益(3)23.7億 ¬1総費用(018.71思 円当子刀 1.27

墨 栗 年度  R 2年 度1.22 総便益 (B)
B/C

再評価時点

日想定浸水域における被害の軽減 (想定被害額1.5億円/年 )

事茉の発現状況 _‐       J・
,当施設が完成することにより、高潮 B波浪等の被害から背後地の資産を守ることができる。
日防護面積 :4.9ha
日防護人口:338人
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対應 万針

当該手 案 に1糸わ る対応 万 針

(今後事後評価の必要性及び改善措置の必要性)

があると判断されるため、継続とし
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一

たし

事業が長期化している傾向が有る為、事業計画の選択と集中により、施設の早期完成を図る必要があ
ると考える。  1

特になし



令和 2年度 第 1

長崎県′ム`共事業評価監視委員会

□

面高港海岸保全事業
(護岸整備)

港湾T2

I

事業主体 長崎県

再評価後5年経過
再評価
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面高港海岸保全事業
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司.審議経過

護岸 (改良)L=951mH8 H25 1フ .1

護岸 (改良)L=951mH8 H25 17.1 1.39事業採択後
10年経過

H8 H27 15.4 1.21 護岸 (改良)L〓951m再評価後
5年経過

H8 R2 15.4 1.27 護岸 (改良)L=951m再評価後

5年経過

Rフ 15.6 1.22 護岸 (改良)L=951m再評価後
5年経過

H8



2.目 的・事業概要・これまでの経緯

◆目的

台風などの高波日高潮よる浸水被害
を防止するため、護岸改良を行い、
地域住民の安全・安心を確保する。

◆事業概要
護岸(改良)L=951m

◆事業経過

凡 例

‐ 整備済み

‐ 未施エ

綿 地区
防護面積 :5ha

防護人口 :373人

護岸(改良)

高潮対策事業

平成塁年度 事業1墜

平成17年度 10年後再評価

平成22年度 5年経過後再評価

平成27年度 5年経過後再評価

3,事業の効果・必要性

面高地区

高潮の状況

<背後地の防護>
既存の老朽化した石積み護岸は天端高が低く台風や高潮
時には越波被害により20～30戸が床下浸水をしており、背
後地の安全が確保されていない状況。



事業費増の内容 増額 主な増額理由

消費税率の変更及び

労務単価等の見直し
約0,2億円

・消費税が8%から10%へ変更されたため事業費の見直しを行つた。
口労務単価等が上昇したため、単価の見直しを行つた。

計 約0.2億円

◆事業費の見直し

◆事業期間の見直し

【完了工期】R2(前回)→ Rヱ (今回)

〔工期延仲要因〕
日年度毎の海岸予算が限られており、平成31年度まで高潮浸水被害対策である護岸の開口部対策事業へ緊急

的に優先配分したため予算の確保ができなかつた。

い近年は安全日安心の観点から防災に関連した予算が確保しやすいとともに、開回部対策が平成31年度に完了し

ている。

5.事業の投資効果

◆ 費用対効果 B/

〔費用〕
日護岸整備に要する事業費、維持管理に要する費用

〔便益〕
日想定浸水地域における被害の軽減

〔マイナス要因〕
H労務単価等の増加による事業費の増加

・工期の延長 (予算の確保)

◆ B/Cでは計測できない効果
・地域住民の安心度の向上

今回評価

(令和2年度 )

項 目
前回評価

(平成27年度)

3.13=14.4億 円/4.6億 円残事業

1.22=26.3億 円/21.6億円全事業 1.27=23.7億 円/18.7億円



6.対応方針 (原案)

◆ 既存の老朽化した石積み護岸は天端高が低く、台風など高潮時には、越波により背
後家屋が床下浸水することから、本事業により護岸の嵩上げH補強を実施している。

◆ 事業進捗率は事業費ベースで71.7%[11.2億 円/15.6億 ](令和元年度末)となっている。

◆ 高潮浸水被害対策の護岸の開口部対策事業が令和元年度に完了したことで、今後、計
画的な予算配分により事業の進捗が可能である。

◆ 地元の西海市からは、早期完成が望まれている。

◆ 可能な限リコスト縮減を図つてきており、事業効率化に大きく寄与する新たなコスト縮減は
見込めず、また、護岸の本体工事に着手しており代替案の可能性がないと

◆ 期間の延長はあるものの、費用対効果が十分に見込まれる。

7

対応方針
(原案)

継続


